
























 

「損失吸収証券」とは、当社の自己資本比率規制におけるその他Tier１資本調達手段のうち負債性資本

調達手段に該当するもの（本社債を除く。）をいい、特別目的会社等の発行するものを含む。

本号①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が発生した日後15銀行営業日を超えない範囲で当社

が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する日をいう。
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(4) 当社は、払込期日以降、税務事由（下記に定義する。）

または資本事由（下記に定義する。）（以下「特別事















 

５ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】









 

(7) 本社債の劣後性および当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク

本社債には劣後特約が付されており、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本社債にもと

づく元利金の支払は、当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分

配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その全額につき弁済その他の方法で満




























	表紙
	本文
	第一部証券情報
	第１募集要項
	１新規発行社債（短期社債を除く。）（第６回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付））
	２社債の引受け及び社債管理の委託（第６回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付））
	(1)社債の引受け
	(2)社債管理の委託

	３新規発行社債（短期社債を除く。）（第７回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付））
	４社債の引受け及び社債管理の委託（第７回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付））
	(1)社債の引受け
	(2)社債管理の委託

	５新規発行による手取金の使途
	(1)新規発行による手取金の額
	(2)手取金の使途


	第２売出要項
	募集又は売出しに関する特別記載事項

	第３第三者割当の場合の特記事項
	第４その他の記載事項

	第二部公開買付けに関する情報
	第三部参照情報
	第１参照書類
	１有価証券報告書及びその添付書類
	２四半期報告書又は半期報告書
	３臨時報告書

	第２参照書類の補完情報
	第３参照書類を縦覧に供している場所

	第四部保証会社等の情報

